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は
じ
め
に

『
歴
代
宝
案
』
は
康
煕
三
十
六
年
（
一
六
九
七
）
に
編
集
さ
れ
た
。
編
集
の
経
緯
に
つ
い
て
第
一
集
の
序
文
に
「
…
歴
代
宝

案
は
天
妃
宮
に
蔵
し
、
そ
の
来
た
る
や
久
し
。
然
れ
ど
も
世
を
歴
る
こ
と
已
に
久
し
く
、
廃
夷
の
患
無
き
能
わ
ず
。
今
、
国
相

尚
弘
才
…
心
に
甚
だ
之
を
憂
い
、
随
い
で
紫
金
大
夫
蔡
鐸
…
を
し
て
旧
案
を
重
修
せ
し
む
…
」

（
１
）

と
あ
る
。
『
歴
代
宝
案
』
編
集

前
の
外
交
文
書
群
を
「
旧
案
」
と
称
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

と
こ
ろ
で
、
閩
人
三
十
六
姓
の
末
裔
の
一
族
と
さ
れ
る
「
梁
氏
」
の
家
譜
に
「
呉
江
梁
氏
見
於
旧
案
中
而
祖
譜
無
徴
者
録
」

（
２
）

な
る
項
目
が
あ
り
、
「
旧
案
」
が
登
場
す
る
。
ま
た
『
歴
代
宝
案
』
編
集
の
総
指
揮
に
当
た
っ
た
蔡
鐸
の
家
譜
に
「
康
煕
十
六

年
（
一
六
七
七
）
丁
巳
二
月
奉

　
国
命
修
正
暦
（
歴
）
代
案
書
…
」

（
３
）

と
あ
る
。
「
歴
代
案
書
」
と
は
、な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
「
旧
案
」

に
繋
が
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

次
に
「
琉
球
家
譜
」
で
あ
る
。
一
六
八
九
年
に
諸
士
に
編
集
が
命
じ
ら
れ
た
が
、
家
譜
編
集
は
、
祖
先
に
関
す
る
史
料
の
収
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集
が
最
大
の
課
題
で
あ
っ
た
。
辞
令
書
や
そ
の
他
公
文
書
、
石
碑
の
記
録
等
、
証
拠
と
な
る
裏
付
け
資
料
を
渉
猟
す
る
こ

と
と
な
っ
た
が
、
そ
の
対
象
と
な
っ
た
史
料
に
『
歴
代
宝
案
』
が
あ
る
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
で
は
、
『
歴
代
宝
案
』

と
「
旧
案
」
、
『
歴
代
宝
案
』
と
「
家
譜
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

一
、
『
歴
代
宝
案
』
と
「
旧
案
」

「
梁
氏
家
譜
」
（
亀
島
家
）
を
み
る
と
、
世
系
関
係
以
外
記
事
の
な
い
一
、
二
世
を
除
き
、
三
世
梁
傑
、
四
世
梁
顕
、
五

世
梁
基
、
五
世
梁
賢
の
古
琉
球
期
に
属
す
る
人
物
の
記
録
は
戸
籍
関
係
を
別
と
し
て
、
履
歴
の
計
二
〇
件
が
す
べ
て
海
外

渡
航
記
事
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
三
世
梁
傑
の
記
事
に
「
弘
治
十
七
年
甲
子
七
月
十
二
日
為
進
貢
事
奉

　
使
為
火
長

随
正
議
大
夫
程
璉
鄭
玖
長
史
蔡
賓
梁
能
等
入
閩
」

（
４
）

と
あ
る
。
こ
れ
は
、『
歴
代
宝
案
』
の
第
一
集
巻
二
八
の
四
五
号
文
書
（
一

―

二
八
―

四
五
）
に
拠
っ
た
記
事
で
あ
る
。
因
み
に
四
五
号
文
書
は
、
執
照
で
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る

（
５
）

。
な
お
同
符
文

は
一
―

二
四
―

二
三
号
文
書
で
あ
る
。

琉
球
国
中
山
王
尚
真
為
進

貢
等
事
今
特
遣
正
議
大
夫
程
璉
同
長
史
梁
能
使
者
益
沙
毎
等
齎
捧

表
箋
文
各
壱
通
（
中
略
）
赴
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京
進

貢
（
中
略
）

今
開

　
赴

京

使
者
参
員

　
　
益
沙
毎

　
　
栢
古

　
　
王
不
他

通
事
壱
員

　
　
金
璧

　
　
人
伴
壱
拾
壱
名

（
中
略
）火

長
　
　
梁
傑

（
中
略
）

弘
治
拾
柒
年
柒
月
拾
弐
日

こ
の
進
貢
使
節
は
三
隻
が
派
遣
さ
れ
て
お
り
、
正
議
大
夫
程
璉
を
長
と
す
る
智
字
号
海
船
（
四
三
号
文
書

（
６
）

、
符
文
は
一
―

二
四
―

二
一
）
、
長
史
梁
能
を
長
と
す
る
礼
字
号
海
船
（
四
四
号
文
書

）
7
（

、
符
文
は
一
―

二
四
―

二
二
号
文
書
）
、
そ
し
て
使
者
益

沙
毎
ら
を
長
と
す
る
仁
字
号
海
船
で
あ
る
。
梁
傑
は
仁
字
号
海
船
の
火
長
と
し
て
渡
閩
し
て
い
て
、
船
は
異
な
る
が
、
船

団
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
正
議
大
夫
程
璉
や
ナ
ン
バ
ー
２
の
長
史
梁
能
ら
を
挙
げ
て
、
船
団
の
一
員
と
し
て
の
記
事
と
し
て
い
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る
。
な
お
、
家
譜
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
正
議
大
夫
鄭
玖
と
長
史
蔡
賓
は
、
同
年
月
日
、
同
目
的
（
進
貢
）
で
の
派
遣
で
あ
り
、

鄭
玖
は
智
字
号
、
蔡
賓
は
礼
字
号
に
乗
船
し
て
い
る
が
、
執
照
、
符
文

（
８
）

と
も
別
仕
立
て
と
な
っ
て
お
り
、
進
貢
以
外
の
目

的
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
同
年
月
、
同
目
的
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
梁
傑
は
記
事
中
に
同
一
グ
ル
ー

プ
と
見
な
し
て
取
り
込
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
何
時
、
何
の
た
め
に
、
何
と
い
う
職
で
、
誰
と
ど
こ
へ
、
と
い
っ

た
要
素
が
す
べ
て
揃
っ
て
い
る
家
譜
記
録
が
、
『
歴
代
宝
案
』
の
符
文
、
執
照
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
上

記
の
梁
傑
の
場
合
、
他
の
関
連
文
書
を
見
て
い
る
こ
と
も
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
『
歴
代
宝
案
』
を
め
く
っ
て
関
係
記
事

を
探
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
他
の
一
九
件
の
記
事
中
の
一
五
件
が
『
歴
代
宝
案
』
の
当
該
年
月
日
の

執
照
等
と
一
致
し
て
お
り
、
『
歴
代
宝
案
』
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
残
り
四
件
は
『
歴
代
宝
案
』
に
該
当
す
る
文

書
が
な
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

他
の
久
米
村
系
の
一
族
の
家
譜
も
古
琉
球
期
に
属
す
る
人
物
の
履
歴
は
ほ
ぼ
海
外
渡
航
関
係
記
事
の
み
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
閩
人
三
十
六
姓
の
末
裔
で
あ
る
「
金
氏
」
（
具
志
堅
家
）
の
家
譜
だ
と
、
事
績
の
な
い
一
世
を
除
き
古
琉
球
期
に
属

す
る
二
世
か
ら
六
世
の
記
事
三
五
件
中
三
二
件
が
海
外
渡
航
関
係
記
事
で
あ
り
、
残
り
三
件
は
二
件
が
采
地
（
領
地
）
関
係
、

一
件
が
俸
禄
（
知
行
）
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
四
世
金
鼎
の
家
譜
記
録
の
嘉
靖
十
五
年
（
一
五
三
六
）
か
ら
二
十
九

年
（
一
五
五
〇
）
に
か
け
て
四
件
の
暹
羅
、
仏
大
泥
派
遣
の
記
事
で
あ
る
が
、
『
歴
代
宝
案
』
の
当
該
文
書
は
、
冒
頭
の
文

言
が
「
為
進
貢
等
事
」

（
９
）と

あ
る
が
、
家
譜
は
「
為
交
易
事
」

）
10
（

に
変
え
て
い
る
。
ま
た
六
世
金
仕
歴
の
万
暦
十
六
年
（
一
五
八
八
）

の
家
譜
記
録
は
、
「
為
迎
接
貢
使
官
生
事
」

）
11
（

と
あ
る
が
、
『
歴
代
宝
案
』
の
当
該
執
照
（
一
―

三
一
―

二
八
）
は
、
「
為
保
全
夷
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命
以
慰
遠
望
事
」

）
12
（

で
あ
る
。
い
ず
れ
も
家
譜
は
執
照
の
内
容
か
ら
直
接
的
な
表
現
に
変
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
先
に
触
れ
た
「
旧
案
」
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
「
梁
氏
家
譜
」
に
は
「
家
譜
序
」
に
次
い
で
「
呉
江
梁
氏
見
於

旧
案
中
而
祖
譜
無
徴
者
録
」
が
置
か
れ
て
い
る
。
「
旧
案
」
中
に
見
え
る
梁
氏
の
祖
譜
（
系
図
な
ど
家
伝
の
類
い
で
あ
ろ
う
）

に
登
場
し
な
い
者
の
記
録
で
、
四
四
人
で
一
三
八
件
の
履
歴
が
記
さ
れ
て
い
る
。
家
伝
そ
の
他
祭
祀
を
伴
う
な
ど
し
て
把

握
し
て
き
た
先
祖
以
外
の
「
梁
」
を
称
す
る
人
々
と
そ
の
履
歴
で
あ
る
。
そ
の
一
人
に
正
議
大
夫
梁
能
が
い
る
。
同
人
の

渡
航
記
録
と
し
て
一
〇
件
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
弘
治
十
七
年
（
一
五
〇
四
）
の
記
事
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

弘
治
十
七
年
甲
子
七
月
十
二
日
為
進
貢
事
奉

　
使
為
長
史
同
正
議
大
夫
程
璉
等
入
閩
赴
京

）
13
（

。

こ
の
記
事
は
『
歴
代
宝
案
』
の
一
―

二
八
―

四
四
号
文
書
の
執
照
と
一
致
す
る
が
、
出
所
は
「
旧
案
」
で
あ
り
、
『
歴
代
宝

案
』
で
は
な
い
。
一
六
八
九
年
の
家
譜
編
集
の
命
を
受
け
て
、
先
祖
の
事
績
を
収
集
す
る
た
め
「
旧
案
」
が
め
く
ら
れ
、

抽
出
作
業
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
そ
の
過
程
で
こ
れ
ま
で
一
族
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
「
梁
某
」
が
数
多

く
見
つ
か
っ
た
、
見
つ
け
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
改
め
て
四
四
人
の
「
梁
某
」
の
事
績
を
み
る
と
、
す
べ
て
閩
や
暹
羅
、

仏
大
泥
な
ど
海
外
渡
航
記
録
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
旧
案
」
は
海
外
渡
航
記
録
を
集
成
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と

な
る
。
そ
れ
だ
と
『
歴
代
宝
案
』
で
は
な
い
か
と
な
る
が
、
『
歴
代
宝
案
』
の
も
と
と
な
っ
た
外
交
文
書
群
が
「
旧
案
」
と

称
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
諸
氏
家
譜
は
康
煕
二
十
八
～
二
十
九
年
（
一
六
八
九
～
九
〇
）
の
序
文
を
有
す
る
も
の
が
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多
く
、
中
に
は
康
煕
二
十
六
年
（
一
六
八
七
）
の
序
文
を
も
つ
「
孫
氏
家
譜
」
（
程
順
則
の
撰
文
）
な
ど
も
あ
り
、
実
際
の

編
集
作
業
が
先
行
し
、
編
集
令
と
同
時
に
完
成
提
出
と
な
っ
た
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
『
歴
代
宝
案
』
の
成
立

は
一
六
九
七
年
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
多
く
の
家
譜
の
編
集
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
な
れ
ば
、
諸

氏
家
譜
の
海
外
渡
航
関
係
の
記
事
は
、『
歴
代
宝
案
』
収
録
文
書
を
参
考
に
し
た
、
引
用
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
も
と
と
な
っ

た
「
旧
案
」
を
活
用
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
先
の
「
梁
氏
家
譜
」
の
『
歴
代
宝
案
』
に
該
当

記
事
の
無
い
四
件
の
海
外
渡
航
関
係
記
事
が
、「
旧
案
」
段
階
で
は
存
在
し
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、「
旧
案
」

中
に
確
認
さ
れ
た
梁
某
の
記
事
―

四
四
人
で
一
三
八
件
―

で
『
歴
代
宝
案
』
に
該
当
す
る
記
事
が
見
つ
か
ら
な
い
一
〇
件
に

つ
い
て
も
、
「
旧
案
」
に
は
存
在
し
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

久
米
村
系
の
諸
氏
家
譜
が
「
旧
案
」
を
用
い
て
先
祖
の
事
績
を
記
録
し
た
と
す
る
な
ら
、
諸
氏
家
譜
に
あ
っ
て
『
歴
代

宝
案
』
に
該
当
文
書
が
無
い
ケ
ー
ス
は
、
「
旧
案
」
段
階
で
存
し
て
い
た
文
書
が
『
歴
代
宝
案
』
編
集
時
に
失
わ
れ
た
、
あ

る
い
は
当
初
の
『
歴
代
宝
案
』
に
も
存
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
虫
害
等
で
失
わ
れ
た
、
戦
前
の
沖
縄
県
立
図
書
館
で
の

書
写
の
際
の
漏
れ
等
が
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
旧
案
」
に
存
し
た
と
な
れ
ば
、
現
在
の
『
歴
代
宝
案
』
を
補
う

記
録
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
久
米
村
士
が
「
旧
案
」
を
参
照
活
用
し
て
各
々
の
家
譜
を
編
集
し
た
と
す
る
と
、
「
旧
案
」
は
単
に
外
交
文

書
を
山
積
み
に
し
て
い
た
だ
け
の
資
料
群
で
は
な
く
、
一
定
程
度
整
理
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
こ
に

蔡
鐸
の
「
歴
代
の
案
書
を
修
正
」
し
た
事
業
が
結
び
つ
く
の
で
は
な
い
か
。
蔡
鐸
は
康
煕
十
六
年
（
一
六
七
七
）
二
月
に
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命
を
受
け
て
翌
年
四
月
に
告
成
し
て
い
る
。
約
一
年
か
け
て
「
修
正
」
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
「
修
正
」
は
文
書
の
種

別
ご
と
の
整
理
等
々
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
二
〇
年
後
の
一
六
九
七
年
の
『
歴
代
宝
案
』
編
集
事
業
は
同
年
の
四
月
～

十
一
月
ま
で
、
八
ヶ
月
で
あ
り
、
蔡
鐸
の
「
修
正
」
し
た
「
旧
案
」
文
書
を
書
写
し
、
種
別
を
分
け
、
四
九
巻
に
ま
と
め

る
事
業
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

二
、
『
歴
代
宝
案
』
と
首
里
、
那
覇
系
家
譜

こ
こ
で
、
首
里
、
那
覇
系
の
家
譜
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
く
。
首
里
、
那
覇
系
士
の
家
譜
に
も
古
琉
球
期
の
海
外
渡
航

関
係
記
事
は
散
見
さ
れ
る
。
し
か
し
久
米
村
系
家
譜
に
比
し
て
圧
倒
的
に
少
な
い
。
渡
航
の
任
に
あ
た
っ
た
員
役
が
少
な

か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
相
応
の
人
員
が
海
外
渡
航
に
従
事
し
て
い
た
。
嘉
靖
三
十
二
年
（
一
五
五
三
）
の
進
貢
使
節
、

進
貢
船
２
隻
の
執
照
（
一
―

三
〇
―

一
二
・
一
三
）

）
14
（

で
み
る
と
、
久
米
村
系
が
長
史
、
都
通
事
、
通
事
、
存
留
在
船
通
事
、
管

船
火
長
二
人
の
計
六
人
、
首
里
、
那
覇
系
が
使
者
二
人
、
存
留
在
船
使
者
二
人
、
管
船
直
庫
二
人
の
計
六
人
で
同
数
で
あ
る
。

派
遣
員
役
の
構
成
は
概
ね
同
様
で
、
久
米
村
系
と
首
里
、
那
覇
系
に
大
き
な
差
は
な
い
。
そ
れ
で
い
て
家
譜
へ
の
渡
航
記

録
が
極
端
に
少
な
い
の
は
、
裏
付
け
資
料
が
な
か
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
久
米
村
系
の
場
合
、
「
旧
案
」
か
ら
金
氏
な

ら
金
某
を
、
梁
氏
な
ら
梁
某
を
探
し
出
し
、
一
族
の
祖
先
か
否
か
の
確
認
の
後
、
家
譜
に
組
み
込
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、

首
里
、
那
覇
系
だ
と
、
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
所
謂
「
唐
名
」
が
そ
の
場
限
り
の
一
度
き
り
、
継
続
し
た
と
し
て
も
、
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『歴代宝案』の編集と「琉球家譜」
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親
子
、
兄
弟
で
氏
を
統
一
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
概
ね
、
童
名
や
領
地
名
あ
る
い
は
出
身
地
名
な
ど
に
由

来
す
る
中
国
名
で
も
っ
て
、
執
照
や
符
文
な
ど
に
記
さ
れ
る
。
童
名
の
「
真
牛
」
は
「
毛
実
」
や
「
毛
是
」
と
な
り
、
「
真

三
郎
（
良
）
」
は
「
麻
山
魯
」
や
「
馬
参
路
」
に
、
家
名
の
「
平
良
」
は
「
戴
剌
」
、「
浦
添
」
は
「
鄔
羅
瑞
」
、「
安
里
」
は
「
亜

沙
度
」
等
々
で
あ
る
。
こ
う
し
た
当
て
字
で
記
さ
れ
た
人
物
は
た
と
え
家
伝
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
王
府
の
認
定
す
る
と

こ
ろ
と
は
な
ら
ず
、
家
譜
へ
の
記
載
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
渡
航
の
履
歴
を
記
す
家
譜
で
は
、
そ
の
裏
付
け

が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
が
辞
令
書
で
あ
る
。
辞
令
書
に
よ
っ
て
、
何
年
何
月
何
日
、
ど
こ
へ
、
な
ん
と
い
う

役
職
で
派
遣
さ
れ
た
か
、
が
記
せ
る
の
で
あ
る
。
首
里
系
の
「
麻
姓
家
譜
」
の
四
世
儀
間
親
雲
上
真
孟
の
渡
航
記
事
は
次

の
ご
と
く
で
あ
る

）
15
（

。

嘉
靖
二
年
癸
未
八
月
二
十
六
日
為
進
貢
謝
恩
正
議
大
夫
鄭
縄
長
史
金
良
赴
閩
之
時
宝
丸
御
船
之
官
舎
到
閩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

真
孟
あ
て
の
辞
令
書
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
（
「
田
名
家
文
書
」
第
一
号
文
書
）

）
16
（

。

し
よ
り
の
御
ミ
事

た
う
へ
ま
い
る

　
た
か
ら
丸
か

　
く
わ
に
し
や
わ
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『歴代宝案』の編集と「琉球家譜」
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せ
い
や
り
と
ミ
か
ひ
き
の

　
一
人
し
ほ
た
る
も
い
て
こ
く
に

　
た
ま
わ
り
申
候

し
よ
り
よ
り
し
ほ
た
る
も
い
て
こ
く
の
方
へ
ま
い
る

嘉
靖
二
年
八
月
二
十
六
日

辞
令
書
か
ら
、
真
孟
が
「
し
ほ
た
る
も
い
」
と
い
い
、
「
た
う
へ
ま
い

る
」
が
唐
（
中
国
）
行
き
で
「
赴
閩
」
、
乗
船
す
る
「
た
か
ら
丸
」
が
「
宝

丸
御
船
」
で
、
職
名
が
「
く
わ
に
し
や
」
で
「
官
舎
」
で
あ
る
こ
と
、

そ
し
て
発
給
年
月
日
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
家
譜
の
「
進
貢
謝
恩
」
と

い
う
派
遣
の
目
的
や
使
節
の
長
で
あ
る
「
鄭
縄
」
や
「
金
良
」
に
つ
い

て
の
情
報
は
な
い
。
こ
の
情
報
は
、『
歴
代
宝
案
』
文
書
を
見
な
く
て
は
、

得
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
『
歴
代
宝
案
』
の
関
連
文
書
は
符
文
一
通
で
、

頭
号
船
の
鄭
縄
乗
船
の
文
書
は
符
文
、
執
照
と
も
欠
け
て
お
り
、
二
号

船
の
金
良
乗
船
の
符
文
（
一
―

二
五
―

一
五
）
の
み
が
残
る
。
真
孟
が
乗

船
し
た
二
号
船
の
符
文
は
以
下
の
通
り

）
17
（

。

図 1　田名家文書第 1号

     （個人蔵、沖縄県立博物館・美術館所寄託）　
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『歴代宝案』の編集と「琉球家譜」
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琉
球
国
中
山
王
尚
真
為

進
貢
謝

恩
等
事
今
特
遣
正
議
大
夫
鄭
縄
同
長
史
金
良
等
齎
捧

表
文
壱
通
坐
駕
仁
字
号
海
船
壱
隻
装
載
馬
壱
拾
伍
疋
硫
黄
弐
万
觔
赴

京
進

貢
　
（
中
略
）

　
今
開

　
赴

　
京

　

　
長
史
壱
員

　
　
　
金
良

　
　
使
者
参
員

　
　
寿
達
魯

　
　
馬
南
比

　
嘉
満
度

　
　
通
事
壱
員

　
　
蔡
邃

（
中
略
）

嘉
靖
弐
年
捌
月
拾
柒
日

こ
の
符
文
を
参
考
に
し
て
家
譜
の
記
事
を
書
い
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
一
方
で
辞
令
書
の
「
し
ほ
た
る
も
い
」
が
「
寿
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『歴代宝案』の編集と「琉球家譜」
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達
魯
」
と
な
り
、
「
く
わ
に
し
や
」
が
使
者
と
な
り
、
日
付
も
異

な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
ず
「
し
ほ
た
る
も
い
」
で
あ

る
が
、「
も
い
」
は
接
尾
美
称
で
除
く
と
「
し
ほ
た
る
」
と
な
り
、

家
譜
で
の
童
名
の
「
小
樽
（
兼
）
」
（
兼
も
接
尾
美
称
）
と
解
さ

れ
る
。
方
音
だ
と
「
し
た
る
ー
」
で
、
そ
れ
が
「
寿
達
魯
」
と

表
記
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
「
麻
姓
」
で
は
家
譜
編
集
時
に
こ

の
符
文
を
確
認
し
て
い
た
よ
う
で
、
一
族
の
唐
名
（
中
国
名
）

を
「
麻
某
」
と
し
て
一
世
以
下
に
諡
（
お
く
り
な
）
し
た
に
関

わ
ら
ず
、
真
孟
の
み
「
麻
某
」
と
せ
ず
符
文
に
従
っ
て
「
寿
達
魯
」

と
し
て
い
る
。
日
付
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
個
人
あ
て
の
辞
令

書
と
使
節
団
員
を
網
羅
し
た
符
文
、
執
照
と
で
は
異
な
っ
て
当

然
で
あ
ろ
う
。
た
だ
通
常
は
個
人
へ
の
辞
令
交
付
が
先
で
あ
り
、

辞
令
書
の
日
付
が
先
行
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
真
孟
へ
の
辞

令
発
令
は
符
文
の
日
付
の
後
と
な
っ
て
お
り
、
ま
れ
な
ケ
ー
ス

か
と
思
わ
れ
る
。
と
も
あ
れ
家
譜
が
辞
令
書
の
日
付
を
採
用
し

て
い
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

図 2　『歴代宝案』（1―25―15号文書）東恩納影印本

（沖縄県立図書館蔵）
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以
上
、
首
里
系
家
譜
で
の
事
例
で
あ
る
が
、
首
里
、

那
覇
系
で
の
海
外
渡
航
記
事
は
基
本
的
に
は
、
辞
令
書

が
裏
付
け
と
な
っ
て
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
さ
ら
に

『
歴
代
宝
案
』
文
書
で
該
当
す
る
文
書
を
見
出
し
え
た

な
ら
、
派
遣
の
目
的
や
上
司
、
同
僚
が
書
き
足
さ
れ
る

が
、
文
書
の
確
認
が
で
き
な
け
れ
ば
、
辞
令
書
の
範
囲

で
の
記
述
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
原
則
に
則
れ
ば
、
首
里
、

那
覇
系
家
譜
で
の
海
外
渡
航
記
事
は
、
年
月
日
が
明

確
に
記
載
さ
れ
て
い
れ
ば
、
辞
令
書
が
現
存
し
な
く
と

も
、
辞
令
書
に
基
づ
い
て
記
載
さ
れ
た
、
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
、
『
歴
代
宝
案
』
で
該
当
す
る
文
書
が
な
く
と
も
、
そ
れ
は
『
歴
代
宝
案
』
の
欠
落
と
考
え
る
べ
き
で
、
家
譜
で
そ

の
欠
落
を
補
う
こ
と
が
可
能
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

首
里
、
那
覇
系
家
譜
が
一
部
と
は
い
え
『
歴
代
宝
案
』
を
参
考
に
し
た
と
な
る
と
、
そ
れ
は
ど
の
時
点
で
ど
こ
で
見
る

こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。『
歴
代
宝
案
』は
一
六
九
七
年
に
久
米
村
で
編
集
さ
れ
て
一
部
が
王
城
に
収
め
ら
れ
た
、

と
さ
れ
る
。
そ
の
『
歴
代
宝
案
』
は
先
祖
の
事
績
の
確
認
の
た
め
と
し
て
関
係
者
の
閲
覧
に
供
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
さ

ら
に
一
六
八
九
年
の
家
譜
編
集
時
に
『
歴
代
宝
案
』
は
未
だ
完
成
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
参
考
に
し
た
と
な
る
と
、
首
里
、

図 3　麻姓田名家家譜

(個人蔵・沖縄県立博物館・美術館寄託 )
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『歴代宝案』の編集と「琉球家譜」
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那
覇
系
士
も
「
旧
案
」
を
見
た
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
王
府
評
定
所
の
行

政
文
書
や
史
料
文
書
の
取
り
扱
い
規
定
、
閲
覧
規
定
な
ど
広
い
意
味
で
の
文
書

行
政
制
度
に
も
関
わ
る
問
題
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

三
、
『
歴
代
宝
案
』
の
収
録
文
書
に
つ
い
て

『
歴
代
宝
案
』
に
は
、
本
来
あ
る
べ
き
は
ず
の
文
書
が
存
在
し
な
い
ケ
ー
ス

が
多
々
あ
る
。
『
歴
代
宝
案
』
編
集
時
の
取
り
こ
ぼ
し
、
あ
る
い
は
『
歴
代
宝
案
』

成
立
前
ま
た
成
立
後
の
遺
失
等
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
以
下
で
は
詔
勅
に
関

し
て
『
歴
代
宝
案
』
へ
の
収
録
、
未
収
録
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

ま
ず
は
文
書
が
現
存
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
『
歴
代
宝
案
』
に
当
該
文
書
が
収

録
さ
れ
て
な
い
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
三
点
あ
る
。
（
1
）
は
景
泰
五
年
（
一
四
五
四
）

の
明
の
代
宗
か
ら
琉
球
国
掌
国
事
王
弟
尚
泰
久
あ
て
勅
諭

）
18
（

（
個
人
蔵
・
六
一
頁

渡
辺
論
文
図
1
参
照
）
、
（
2
）
が
成
化
二
十
三
年
（
一
四
八
七
）
の
明
の
孝
宗

か
ら
尚
真
あ
て
勅
諭

）
11
（

（
沖
縄
県
立
博
物
館
・
美
術
館
蔵
）
、
（
3
）
は
弘
治
十
三

年
（
一
五
〇
〇
）
の
朝
鮮
国
王
李

か
ら
尚
真
あ
て
国
書

）
20
（

（
都
城
島
津
邸
蔵
）

図 4　成化 23年（1487）明孝宗から尚真あて勅諭

(沖縄県立博物館・美術館蔵 )
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で
あ
る
。
い
ず
れ
も
古
琉
球
期
の
一
六
世
紀
の
文
書
で
あ
る
。
（
3
）

は
一
七
五
〇
年
に
家
臣
が
都
城
島
津
家
に
貸
し
あ
げ
た
こ
と
が
わ
か
っ

て
い
る
が
、
家
臣
の
入
手
が
何
時
な
の
か
に
つ
い
て
は
知
ら
れ
て
い
な

い
。
三
点
と
も
『
歴
代
宝
案
』
編
集
時
に
は
す
で
に
沖
縄
か
ら
流
失
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
島
津
侵
入
時
に
王
城
か
ら
略
奪
さ
れ
た
可
能

性
も
あ
る
が
、
そ
の
後
で
も
王
城
に
詔
勅
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
認
さ
れ

て
お
り
、
一
部
の
み
の
流
出
な
の
だ
ろ
う
か
。
『
歴
代
宝
案
』
は
多
く

の
詔
勅
を
欠
落
さ
せ
て
お
り
、
三
点
と
も
県
外
で
み
つ
か
っ
た
と
い
う

こ
と
は
、
今
後
も
新
た
な
発
見
が
期
待
さ
れ
る
。
医
術
を
学
ぶ
た
め
に

滞
在
し
て
い
た
鹿
児
島
市
中
で
、
景
泰
六
年
（
一
四
五
五
）
の
尚
泰
久

あ
て
詔
書
を
見
つ
け
買
い
求
め
王
府
に
収
め
た
、
と
の
「
新
参
陳
姓
家

譜
」
の
記
録
（
乾
隆
十
八
年
、
一
七
五
三
）

）
21
（

も
あ
り
、
民
間
に
流
れ
た

ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

次
に
他
に
記
録
が
あ
る
に
関
わ
ら
ず
『
歴
代
宝
案
』
に
は
記
録
が
な

い
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
『
中
山
世
鑑
』
収
録
の
二
つ
の
勅
諭

で
あ
る
。
（
１
）
は
正
統
十
四
年
（
一
四
四
九
）
の
明
の
英
宗
か
ら
尚

図 5  弘治 13年（1500）の朝鮮国王李 から尚真あて国書

（都城島津邸蔵）
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思
達
あ
て
の
勅
諭
で
、（
２
）
は
景
泰
元
年
（
一
四
五
〇
）
の
代
宗
か
ら
尚
思
達
あ
て
勅
諭
で
あ
る

）
22
（

。
二
通
と
も
全
文
が
『
中

山
世
鑑
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
『
歴
代
宝
案
』
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
『
中
山
世
鑑
』
は
一
六
五
〇
年

の
編
集
で
あ
り
、
羽
地
朝
秀
は
こ
の
時
点
で
王
城
に
あ
っ
た
同
勅
諭
を
史
料
と
し
て
採
用
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
若

干
整
理
す
る
と
、
琉
球
か
ら
送
る
文
書
は
そ
の
下
書
き
が
久
米
村
に
残
さ
れ
、
中
国
か
ら
の
文
書
は
原
本
は
王
城
に
、
写

し
が
久
米
村
に
残
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る
が
、
あ
る
い
は
王
城
保

管
は
詔
勅
の
み
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
王
城
に
は
、
他
に
も

詔
勅
が
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
な
ぜ
二
通
の
み

の
引
用
と
し
た
の
か
不
明
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
久
米
村
に

は
写
し
と
は
い
え
さ
ら
に
多
く
の
文
書
が
残
さ
れ
て
い
た
に
も

関
わ
ら
ず
、
『
中
山
世
鑑
』
が
全
く
触
れ
て
な
い
の
は
な
ぜ
だ

ろ
う
。
一
方
で
久
米
村
の
蔡
鐸
ら
は
『
歴
代
宝
案
』
編
集
時
に

王
城
の
二
通
の
勅
諭
を
な
ぜ
取
り
込
ま
な
か
っ
た
の
か
も
謎
で

あ
る
。
蔡
鐸
は
『
中
山
世
鑑
』
の
漢
訳
改
訂
版
の
『
中
山
世
譜
』

を
著
わ
し
て
お
り
、
『
中
山
世
鑑
』
に
つ
い
て
重
々
承
知
し
て

い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
互
い
の
没
交
渉
は
違
和
感
が
あ
る
。

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
の
「
明
清
冊
封
詔
勅
目
録
」

図 6　『中山世鑑』巻五　尚清あて勅諭の部分

（沖縄県立博物館・美術館蔵）
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は
琉
球
処
分
時
に
松
田
道
之
が
首
里
王
城
か
ら
持
ち
出
し
た
歴
代
の
詔
勅
の
目
録
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る

）
23
（

。
景
泰
六
年

（
一
四
五
五
）
か
ら
光
緒
元
年
（
一
八
七
五
）
間
の
一
六
七
通
の
詔
勅
目
録
で
、
琉
球
処
分
時
に
こ
れ
だ
け
の
詔
勅
原
本

が
王
城
に
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
『
歴
代
宝
案
』
収
録
の
明
代
の
五
〇
通
の
詔
勅
の
う
ち
、
目
録
に
は

景
泰
六
年
と
弘
治
七
年
（
一
四
九
四
）
の
詔
勅
し
か
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
清
初
の
順
治
年
間
の
七
通
も
記
載
が
な
い
。
『
歴

代
宝
案
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
に
、
王
城
に
原
本
は
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。
『
歴
代
宝
案
』
編
集
時
、
久
米
村
に
写
し
が
あ
っ

た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
王
城
の
原
本
は
い
つ
失
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

尚
質
の
請
封
時
に
順
治
帝
は
交
換
条
件
と
し
て
、
明
代
の
詔
勅
、
印
鑑
の
返
還
を
求
め
、
琉
球
国
は
万
暦
三
十
一
年
の

詔
と
崇
禎
二
年
の
詔
と
勅
、
そ
れ
と
洪
武
年
間
に
頒
賜
し
た
鍍
金
銀
印
を
返
還
し
て
い
る

）
24
（

。
そ
の
一
通
の
崇
禎
二
年
の
勅

諭
が
旅
順
の
博
物
館
に
残
さ
れ
て
い
る

）
25
（

。
王
城
か
ら
詔
勅
が
動
い
た
こ
と
が
分
か
る
事
例
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
余

り
に
多
く
の
詔
勅
が
王
城
か
ら
流
失
し
て
い
る
こ
と
を
ど
う
理
解
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
『
歴
代
宝
案
』
と
も
関
わ
る

琉
球
史
の
謎
で
あ
る
。

お
わ
り
に

『
歴
代
宝
案
』
が
琉
球
の
対
外
関
係
に
関
わ
る
第
一
級
の
資
料
で
、
琉
球
の
み
な
ら
ず
東
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
を
考
え

る
う
え
で
も
貴
重
な
資
料
で
あ
る
こ
と
は
論
を
待
た
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
『
歴
代
宝
案
』
の
成
立
を
検
討
し
、「
旧
案
」
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に
つ
い
て
考
え
、
諸
家
譜
の
記
事
を
検
討
し
、
収
録
、
未
収
録
文
書
の
何
故
を
考
え
る
必
要
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
多
く

の
何
故
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

注（
１
）
『
歴
代
宝
案
』
校
訂
本
第
一
冊
（
沖
縄
県
教
育
委
員
会

　
一
九
九
二
年
）
四
頁
。
「
歴
代
寶
案
蔵
于
天
妃
宮
其
来

久
矣
歴
世
已
久
而
不
能
無
廃
夷
患
今

　
國
相
尚
弘
才
法
司
向
世
俊
毛
克
盛
毛
見
龍
心
甚
憂
之
随
（
命
）
紫
金
大

夫
蔡
鐸
長
史
蔡
應
祥
鄭
士
綸
重
脩
舊
案
…
」
と
あ
る
。

（
２
）
「
呉
江
梁
氏
家
譜
」
『
那
覇
市
史 

資
料
篇
第
１
巻
６

　
家
譜
資
料
二
（
下
）
』(

那
覇
市
企
画
部
市
史
編
集
室 

一
九
八
〇
年
）
七
五
三
頁
。

（
３
）
「
蔡
氏
志
多
伯
家
」
十
世
蔡
鐸
の
譜
『
那
覇
市
史 

資
料
篇
１
巻
６
』
「
県
史
編
纂
史
料
（
抜
粋
）
」
九
三
四
頁
。

（
４
）
「
呉
江
梁
氏
家
譜
」
『
那
覇
市
史 

資
料
篇
１
巻
６
』  

七
六
二
頁
。

（
５
）
『
歴
代
宝
案
』
校
訂
本
第
二
冊
（
沖
縄
県
教
育
委
員
会

　
一
九
九
二
年
）
二
〇
四
頁
。

（
６
）
『
歴
代
宝
案
』
校
訂
本
第
二
冊

　
一
―

二
八
―

四
三
号
文
書

　
二
〇
二
頁
。

（
７
）
『
歴
代
宝
案
』
校
訂
本
第
二
冊

　
一
―

二
八
―

四
四
号
文
書

　
二
〇
三
頁
。

（
８
）『
歴
代
宝
案
』
校
訂
本
第
二
冊

　
一
―

二
八
―

四
六
号
文
書

　
二
〇
五
頁
。
符
文
は
鄭
玖
が
一
―

二
四
―

二
四
（
五
三
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頁
）
、
蔡
賓
が
一
―

二
四
―

二
五
（
五
四
頁
）
。

（
９
）
『
歴
代
宝
案
』
校
訂
本
第
二
冊

　
一
―

四
二
―

二
九
号
文
書

　
六
二
一
頁
。

（
10
）
「
金
氏
家
譜
（
一
世
金
瑛
）
」
四
世
金
鼎
の
項
『
那
覇
市
史 

資
料
篇
１
巻
６
』  

五
六
頁
。

（
11
）
「
金
氏
家
譜
（
一
世
金
瑛
）
」
六
世
金
仕
歴
の
項
『
那
覇
市
史 

資
料
篇
１
巻
６
』  

五
七
頁
。

（
12
）
『
歴
代
宝
案
』
校
訂
本
第
二
冊 

 

一
―

三
一
―

二
八
号
文
書

　
三
一
〇
頁
。

（
13
）
「
呉
江
梁
氏
家
譜
」
『
那
覇
市
史 

資
料
篇 

１
巻
６
』  

七
五
五
頁
。

（
14
）
『
歴
代
宝
案
』
校
訂
本
第
二
冊

　
一
―

三
〇
―

一
二
号
文
書 

二
五
一
頁
、
一
―

三
〇
―

一
三
号
文
書

　
二
五
二
頁
。

（
15
）「
麻
姓
家
譜
（
一
世
大
城
按
司
真
武
）
」
四
世
真
孟
の
項
『
那
覇
市
史 

資
料
篇
１
巻
７
』 

一
九
八
二
年
）
五
八
一
頁
。

（
16
）
沖
縄
県
公
文
書
館
編
『
日
本
復
帰
三
〇
周
年
記
念
特
別
展 

資
料
に
見
る
沖
縄
の
歴
史
』（
沖
縄
県

　
二
〇
〇
二
年
）

二
四
頁
。

（
17
）
『
歴
代
宝
案
』
校
訂
本
第
二
冊

　
一
―

二
五
―

一
五
号
文
書

　
七
〇
頁
。

（
18
）
開
館
一
〇
周
年
記
念
特
別
展
『
海
の
沖
縄
―

開
か
れ
た
海
へ
の
挑
戦
―

』
（
沖
縄
県
立
博
物
館･

美
術
館

　

二
〇
一
七
年
）
三
三
頁
。

（
19
）
注
（
16
）
『
資
料
に
見
る
沖
縄
の
歴
史
』
一
六
～
一
七
頁
。

（
20
）
注
（
16
）
『
資
料
に
見
る
沖
縄
の
歴
史
』
一
五
頁
。

（
21
）
「
新
参
陳
姓
氏
家
譜
（
新
崎
家
）
」
一
世
康
元
の
乾
隆
十
八
年
の
記
事
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。
「
乾
隆
十
八
年

癸
酉
三
月
二
十
九
日
恭
賞
賜
太
平
布
三
疋
〈
附
先
年
於
麑
府
学
医
術
之
時
恭
見
景
泰
六
年
賜
尚
泰
久
王
之
詔
書
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我
即
驚
怕
之
而
詔
書
者
球
国
万
世
之
至
宝
何
故
而
此
有
之
千
思
万
慮
即
買
求
之
而
奉
上
此
明
主
由
是
賞
賜
如
此

焉
〉
」
（
那
覇
市
歴
史
博
物
館
蔵
）
。

（
22
）
『
中
山
世
鑑
』
（
『
琉
球
史
料
叢
書

　
第
五
巻
』
東
京
美
術

　
一
九
七
二
年
）
所
収
。
（
１
）
の
英
宗
か
ら
尚
思
達

あ
て
勅
諭
は
四
三
～
四
五
頁
、
（
２
）
の
代
宗
か
ら
尚
思
達
あ
て
勅
諭
は
四
五
～
四
七
頁
。

（
23
）
真
栄
平
房
昭
「
琉
球
処
分
と
軍
隊
・
歴
代
宝
案
の
ゆ
く
え
―
『
尚
家
文
書
』
新
出
史
料
を
手
が
か
り
と
し
て
―
」

『
沖
縄
史
料
編
集
紀
要
』
第
四
一
号
（
沖
縄
県
教
育
委
員
会

　
二
〇
一
八
年
）
一
八
頁
。

（
24
）
明
代
の
詔
勅
・
印
の
返
還
に
つ
い
て
は
、
返
還
を
求
め
る
順
治
帝
の
勅
諭
が
『
歴
代
宝
案
』
一
―

〇
三
―

〇
二
号

文
書
（
『
歴
代
宝
案
』
校
訂
本
第
一
冊

　
一
〇
四
頁
）
、
世
子
尚
質
よ
り
の
返
還
の
咨
文
が
一
―

二
一
―

〇
五
号
文

書
（
六
九
七
頁
）
に
み
え
る
。
ま
た
「
礼
部
尚
書
胡
世
安
等
為
琉
球
国
中
山
王
世
子
尚
質
繳
明
勅
印
到
部
及
襲

封
中
山
王
頒
詔
事
題
本
」（
中
国
第
一
歴
史
檔
案
館
編
『
中
琉
歴
史
関
係
檔
案
』
順
治
朝
・
康
煕
朝
・
雍
正
朝
〈
上
〉

　

中
国
檔
案
出
版
社

　
二
〇
〇
六
年
）
三
～
一
二
頁
に
は
、
返
還
し
た
詔
勅
・
印
が
礼
部
に
届
き
、
内
院
に
収
め

ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
25
）
徐
恭
生
「
崇
禎
二
年
〝
皇
帝
勅
諭
〟
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
『
歴
代
宝
案
研
究
』
三
・
四
合
併
号(

沖
縄
県
教
育

委
員
会

　
一
九
九
三
年
）
一
一
頁
。
胡
忠
良
「
旅
順
博
物
館
蔵
崇
禎
帝
琉
球
国
王
を
冊
封
す
る
勅
諭
に
つ
い
て
」

（
『
沖
縄
史
料
編
集
紀
要
』
第
四
一
号

　
二
〇
一
八
年
）
六
一
頁
。
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